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令和８年５月２５日 

 

令和７年度 外国人の子供の就学状況等調査の結果について 

 

 

文部科学省では、全国的な外国人の子供の就学実態の把握を進め、全ての外国人の子供

に教育機会が確保されるよう取り組んでいく必要があることから、令和元年度より全国的

な「外国人の子供の就学状況等調査」を実施しています。 

この度、令和７年度の調査結果をとりまとめましたので、公表します。 

 

 

１ 調査内容 

 （１）調査基準日：令和７年５月１日 

 （２）調 査 対 象：市町村教育委員会（特別区を含む。）（1,741） 

※広域連合や組合設置の教育委員会については、市町村単位で回答。 

 （３）調 査 方 法：都道府県教育委員会を通じ、調査依頼を発出（指定都市教育委員

会については、都道府県教育委員会を介さず直接調査票を配布）。 

 （４）主な調査項目：就学状況の把握、就学促進の取組状況等 

 

２ 調査結果の概要 

  令和７年度における学齢相当の外国人の子供の就学状況は下表のとおり。 

  ・ 学齢相当の外国人の子供の人数（住民基本台帳上の人数） 177,726人 

    （前回調査より 14,368人（8.8％）増加。） 

  ・ 義務教育諸学校への在籍数をはじめ、全体的に人数が増加。 

        （不就学の可能性がある外国人の子供の数の合計（③+⑤+⑦）9,153人 

     前回調査より 723 人増加。） 
 住民基本台

帳上の人数 

就学 ③ 

不就学 

④転

居・ 

出国 

（予定

含む） 

⑤就学

状況 

把握で

きず 

⑥ そ

の

他 

①～⑥計 ⑦（参

考） 

住民基本

台帳の人

数との差 

①義務教

育諸学校 

②外国

人学校 

小学生相当

合計人数 
121,964 104,075 8,016 591 3,978 5,088 108 121,856 108 

中学生相当

合計人数 
55,762 46,711 3,933 320 1,682 2,925 70 55,641 121 

合計人数 177,726 150,786 11,949 911 5,660 8,013 178 177,497 229 

 



 

2 

 

※１ 別添資料（R7 就学状況等調査結果）P.6 の【結果を見る上での留意点】を参照のこと。 
※２ 不就学の外国人の子供の数は 911 人（前回調査（令和６年度）の 1,097 人より 186 人減少。） 
※３ ⑤「就学状況把握できず」は、教育委員会が就学状況の把握を試みたが不在や連絡不通により

把握ができなかった者を指している。参考値として、⑦「住民基本台帳上の人数との差」を表
示しており、⑦には、⑤に計上されない「教育委員会が就学状況確認の対象としていないため、
就学状況が不明な者」等が含まれる。今回の調査は、あくまで市町村教育委員会が把握してい
る外国人の子供の就学状況について調査を行ったものであるため、設置主体が当該市町村教
育委員会とは異なる学校（国私立学校、外国人学校等、他市町村の学校）については、実際に
は在籍していても、当該市町村教育委員会がその状況を把握していないなど、実際の在籍状況
とは異なる場合もあり得る。 

   ⑥「その他」は、①～⑤のいずれにも該当しない者（日本の義務教育諸学校や外国人学校には
就学してはいないが、母国等の学校のオンライン教育を受講している等）である。 

   なお、調査対象は各地方公共団体に住民登録がなされている外国人の子供、また生年月日を基
準とした回答としているが、下学年での受入等実際の在籍状況を回答している場合がある。 

 

（参考）学齢相当の外国人の子供がいる地方公共団体数 

・ 学齢相当の外国人の子供が １人以上いる地方公共団体数 1,298（74.6％） 

  前回調査 1,288（74.0％）より増加 

・ 学齢相当の外国人の子供が 10 人以上いる地方公共団体数  753（43.3％） 

  前回調査 736（42.3％）より増加 

 

 

３ 調査結果を踏まえた今後の対応について 

（１）令和２年に策定した「外国人の子供の就学促進及び就学状況の把握等に関する指

針」に基づき、各地方公共団体では、就学状況把握等の取組が着実に推進されたも

のと捉えているが、同指針に基づく取組がさらに進むよう周知していく。 

（２）文部科学省の補助事業である「外国人の子供の就学促進事業」の活用等により、

引き続き地方公共団体が行う就学状況把握及び就学促進のための更なる取組の推

進を図る。 

（３）前回調査と同様、今回の調査においても各地方公共団体における取組事例を公表

する予定であり、教育委員会のみならず住民基本台帳部局等の関連部局含め地方公

共団体に広く周知を行う。 

 

 

＜担当＞  総合教育政策局国際教育課 

    課 長   金 城 太 一 

外国人児童生徒教育専門官  大 野 照 子 

電話：０３－６７３４－４９１７（直通）  


